
離島対策支援事業　要綱一部改定（案）について

　現要綱では最終搬出月の証拠書類収集期間が短い為、当期発生分を全ては申請出来ない問題が発生
　している。
　一方、現状の商慣習では海上輸送発生後、領収書の受領に約１ヶ月必要な事から「離島対策支援事業要綱」
　の一部改定（案）を提案します。

１．現状の問題点と対策（第1四半期の申請フローで説明）

問題点　： 6月分の海上輸送費に対する証拠書類収集期間が短い為、当期分申請に間に合わない問題が発生
→当期内処理を行なう為の暫定対応策として、受付けを２回に分けて対応中

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

島外搬出作業（2/中～6/末：第1四半期） 問題点
６月分証拠書類の収集期間が短い

対象期間の変更は望ましくない 7/10までに県経由で申請
（大規模離島市町村担当者より住民
　および事業者に対し、支援事業の 内容確認、決裁、支払
　説明が終わっている為、変更は ○ 　　　◎□
　混乱を招くとの意見があった）

申請取り纏め

６月分証拠書類の収集期間（1ヶ月）を設ける

8/10までに県経由で申請

申請取り纏め 内容確認、決裁、支払
○ 　　　◎□

　　＊上記改定内容は大規模離島市町村（７市町村）に運用確認を行なった結果「問題なし」との報告を得ている

２．要綱の一部改定（案）について

上記状況を受けて「離島対策支援事業要綱」の下記部分改定（案）を提案します

８．支払申請

＜要綱原文＞

　　（２）協力資金出えん申請書は、離島市町村において原則として四半期毎にとりまとめ、とりまとめた月の
　　　　　翌月の１０日までに（第1四半期分は７月10日、第2四半期分は10月10日、第3四半期分は
　　　　　1月10日とする）再資源化支援部に提出するものとする。第4四半期分は２月末日までに提出する
　　　　　ものとする。（当年度未申請分については、次年度の実績として申請するものとする）

＜改定（案）＞

　　（２）協力資金出えん申請書は、離島市町村において原則として四半期毎にとりまとめ、とりまとめた月の

　　　　　翌々月の１０日までに（第1四半期分は８月10日、第2四半期分は１１月10日、第3四半期分は
　　　　　２月10日とする）再資源化支援部に提出するものとする。第4四半期分は３月１０日までに提出する
　　　　　ものとする。（当年度未申請分については、次年度の実績として申請するものとする）
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